
令和3年度自治体職員向けCPD講座

「デジタル社会と個人情報保護
～2021年個人情報保護法改正と自治体の業務～」

2010年度にスタートした自治体職員向けCPD講座。
昨年度は新型コロナウィルス感染予防の観点から開催を見送りましたが、
今年度はオンライン講座として開講いたします。

講義形式 Zoomを利用したLIVE配信で受講

講義はZOOMのLIVE配信で受講いただきます。

講義終了後に演習課題を提示し、後日その解説編動画をMicrosoft Teams
で配信・視聴いただきます。
受講料の振込が確認でき次第、ZOOMのミーティングID,パスコード、
Microsoft Teams利用のための期限付きアカウントをお渡しいたします。

講師 上拂 耕生(うえはらい こうせい)

熊本県立大学総合管理学部教授

博士（法学）
専門 ： 行政法 情報法制 自治体政策法務

日時 2022年2月22日(火) 14:00～15:30 (予定)

受講料 2,000円

定員 先着50名

対象者 自治体・公的団体の職員

申込締切 2022年2月6日(日)

＊但し、定員に達し次第受付を終了いたします。

申込方法 熊本県立大学ホームページ、または、
WEBサイト「地域ラブラトリー」掲載の
募集記事にある申込Formよりお申込ください。



～講師より一言～

2021年、デジタル改革関連法により、個人情報保護法が大改正されまし
た。これにより、個人情報保護法制は、民間部門と公的部門が一本化さ
れた仕組みになります。講座では、個人情報保護の基本的ルールをわか
りやすく解説し、事例演習の形で実務に即して理解を深めます。“過剰
反応”せずに、デジタル化時代における個人情報の保護と利活用に冷静
に向かい合いましょう！

【内容】

自治体業務はもとより個人情報を基に処理され、個人情報の適
正な取扱いが求められます。
2021年には個人情報保護法が大幅に改正され、2022年4月からは
官民共通の一元的システムに変革されます。
本講義では、情報公開・個人情報保護分野の第一人者である上

拂教授が、現行の個人情報保護制度における基本ルールの解釈運
用とともに、デジタル社会における個人情報の保護と利活用のあ
り方について解説。行政事務の実例を用いながら演習形式で進め
ていきます。

・個人情報保護法制のあゆみ
– デジタル化・グローバル化とプライバシー –

・個人情報保護制度の基本構造
・個人情報保護に関する基本的ルール
・自治体の実務における個人情報保護の問題
・2021年個人情報保護法改正と自治体の対応
・今後の動向

–デジタル化・AI・ビックデータと個人情報保護 –

【講師紹介】
上拂 耕生（うえはらいこうせい）

熊本県立大学 総合管理学部 教授

水俣市情報公開審査会委員長、宇土市情報公開・個人
情報保護審査会委員等歴任。
情報公開・個人情報保護分野の第一人者として活躍中。


